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一　はじめに

民法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 44 号）は，時効の中断事由と

されていた裁判上の請求（改正前 149 条）などを，時効の完成猶予事由に改め

るとともに，①これらの手続が進行して所期の目的を達した場合（認容判決が

確定した場合など）には，更新事由に該当し，②その手続が所期の目的を達す

ることなく終了した場合には完成猶予の効果のみを有することとした（本稿に

おいて，改正前の民法の条文は条数の前に改正前，改正後の民法の条文は条数

の前に新と表記することとする。）1。本稿は，時効の完成猶予を総合的に検討

するための予備的考察を試みるものである 2。

まず，時効法改正前の学説判例の状況を整理した後，法制審における議論

や改正法に関する解釈論を検討した上で，フランスなどのヨーロッパにおけ
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る議論状況を手掛かりとして，時効の完成猶予の基礎に関する予備的考察を

行うこととする。

二　改正前の学説判例

１　時効の存在理由

多くの学説は，次の三つの理由をもって，時効の存在理由とする。すなわ

ち，（1）長期間にわたって一定の事実状態が存続することにより，それを前提

とした法律上および事実上の関係が形成しているのに，多年の後その基礎を破

壊することができるとすれば，その上に形成された諸種の関係を転覆させ社会

秩序を動揺させることになるので，永続する事実状態による社会の秩序の維持

をもって重要なものとする，（2）真正な権利者や正当に義務を免れた者を保護

し，古い証拠材料の提出を強制しないことで，これらの者に証拠方法を容易な

らしめる，（3）権利を剥奪される者がいたとしても，この者が権利の上に眠る

者であって過酷とはいえない 3。

これに対して，星野英一は，時効の存在理由が（2）にあり，真の権利者の

権利を確保し，弁済者に二重弁済を避けさせるのが時効制度であるとする 4。

また，松久三四彦は，債務者といえども永遠に権利不行使という不安定な状態

に置かれるべきではないとの法の要請から，一定期間経過後，実体権そのもの

を消滅せしめる制度が時効であるという 5。

２　時効の中断

（一）中断の根拠

時効中断の根拠に関する学説には，権利行使説と権利確定説があった。裁判

上の請求を例にとると，権利行使説は，裁判上の請求という権利者の行為に着

目するものであり，権利確定説は判決による権利存在の確定に着目するもので

ある。権利行使説は，権利者の権利行使によって，時効の基礎たる事実状態の

継続が破れることを時効中断の根拠とする 6。

権利確定説は，時効の中断が既判力の効果であると理解する 7。すなわち，
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強い証拠力を持つ事実によって，一定の時における権利の存在が確認し得られ

るならば，挙証上の困難はその時以後の権利の存続についてのみ存在するので

あり，時効期間は改めてその時から起算されて良いことになるとする 8。

また，裁判上の請求は，それが争点効に結びつく場合にも時効を中断すると

いう学説がある。この説は，争点効が，既判力に準じた判決の効力であり，時

効利益を得る者が無権利者・義務者であると争点効をもって確認された場合に

は，時効利益を得る者が無権利者・義務者である蓋然性が高いという 9。

権利行使説も権利確定説もいずれも，時効の存在理由から時効の中断の基礎

を導き出す解釈であった。これに対して，内池慶四郎は，次のように，時効の

中断の基礎を信義則に求める。時効制度は，明確な法律状態を要求する一般社

会の要請から発する極めて法政策的な制度である。ただ，近代法制下では，一

般的公益達成の裏には常に具体的妥当性に即した何らかの調整手段が予定され

ており，時効もその例外ではない。その調整原理は信義則であり，時効の中断

事由はかかる信義則適用の具体例に他ならない 10。

また，松久三四彦は，消滅時効制度は対立する二つの要請，即ち，①債務と

いえども，永遠に権利不行使という不安定な状態に置かれるべきではないとの

要請と，②債務は履行さるべしとの要請の調和を図った制度と解する立場を示

した上で，①の要請から権利主張形式による中断の基準が，②の要請から債務

承認形式による中断の基準が導かれるとする 11。

（二）裁判上の請求による時効中断の客観的範囲 12

判例は，ある権利につき裁判上の請求があったというためには，その権利が

訴訟物となることを要するとしている（最判昭 34・2・20 民集 13 巻 2 号 209 頁）。

もっとも，判例においては，裁判上の請求による時効中断の客観的範囲が拡

大されている。すなわち，判例は，権利 Aを訴訟物とする裁判上の請求であっ

ても，①権利 Bが権利 Aを基礎として成立する派生的権利であった場合（保

険金受取人の地位確認請求権と保険金請求権（大判昭和 5年 6 月 27 日民集 9

巻 619 頁）等），②権利 Bが権利 Aに通常伴う権利であった場合（手形金請求
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権と原因債権（最判昭和 62 年 10 月 16 日民集 41 巻 7 号 1497 頁）等），訴訟物

とされていない権利 Bに関する時効を確定的に中断するとしている 13。

（三）裁判上の催告概念の承認

（１）暫定的な時効中断事由としての裁判上の催告

改正前 149 条は，裁判上の請求がなされたとしても，請求が却下又は取り下

げられた場合には，時効中断の効力が失われるとしていた。しかし，裁判上の

請求が却下又は取り下げられた場合でも，学説・判例は，「裁判上の催告」と

しての効力を認めていた。裁判上の催告とは，裁判上の請求としての要件が満

たされない場合でも，権利主張が継続的になされているとして，催告としての

効力を認めるものである。すなわち，裁判上の請求が却下又は取り下げられた

場合でも，債権者は，その却下又は取下げから 6か月以内に裁判上の請求等の

手段をとれば，時効中断の効力が維持される 14。

裁判上の催告が認められる理論的根拠は，裁判外の催告よりも遥かに明確な

権利主張があることに加えて，訴訟係属中はその効力を失うことのない訴訟行

為に包含されていることにある 15。裁判上の催告は，それ自体が単一の催告で

あるが 16，催告が訴訟係属中は継続しているという意味で継続的催告と理解さ

れている 17。

（２）判例における裁判上の催告の適用範囲の拡張

我妻は，①裁判上の請求が却下または取下げられた場合，裁判上の催告概念

が用いられるものと想定していた。しかし，判例は，②権利 Aと権利 Bが基

本的な請求原因事実を同じくしており，経済的に同一の給付を目的とする関係

にある場合にも（例えば，明示的一部請求された損害賠償請求権と残部の請求

権の場合（最判平成 25 年 6 月 6 日民集 67 巻 5 号 1208 頁）），権利 Aを訴訟物

とする裁判上の請求が（訴訟物とされていない）権利 Bの裁判上の催告に当

たるとしている 18。
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三　わが国の債権法改正における議論

１　立法提案

民法（債権法）改正検討委員会は，改正前民法の中断・停止概念の再構成を

提案していた。従来の中断に相当する概念として「更新」，停止に相当する概

念として「時効期間満了の延期」が提案されるとともに，新設の制度として，

時効の残存期間を減らさずに時効期間の進行を止める制度として「時効期間の

進行の停止」が提案された（【3.1.3.51】）。

そして，民法（債権法）改正検討委員会は，従来の中断に関する規律を，更新・

進行の停止・満了の延期に再構成した。裁判上の請求・強制執行の申立てとい

う権利者の権利行使によって時効が停止する（【3.1.3.56】【3.1.3.57】）。そして，

確定判決によって権利が確定した場合には，特別な時効が新たに進行を開始す

る（【3.1.3.47】）。強制執行・承認によって債権が確定した場合には，時効が更

新される（【3.1.3.47】【3.1.3.52】）。

更に，仮差押え・仮処分は進行停止事由に（【3.1.3.56】【3.1.3.59】），催告は

満了延期事由に変更された（【3.1.3.62】【3.1.3.63】）19。

これに対して，時効研究会は，権利行使による時効停止を認めつつも，その

効力を改正前民法における完成停止としていた 20。これは，民法（債権法）改

正検討委員会でいうところの「時効期間満了の延期」に当たる。そして，149

条乃至 154 条の時効中断事由を停止事由へと改め（時効研究会案 150 条乃至

154 条），①承認②確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの③執行を

時効の中断事由とした（時効研究会案 159 条以下）21。

２　法制審における議論 22

新 147 条の解釈論を検討する前に，法制審での議論を一瞥することとしたい。

（一）　時効の存在理由

法制審において，いくつかの時効の存在理由が述べられていた。例えば，①

時間の経過による事実関係のあいまい化から生ずる危険と負担から人々と社会

を解放する 23，②長期にわたって弁済の証拠を保持すべき債務者の負担に限界
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を画する 24，③本当は弁済したが，その証拠が残っていないために，二重払い

のリスクを負う債務者を救済するというものである 25。もっとも，今回の時効

法改正は，特定の存在理由からなされたものではない 26。

（二）　時効の完成猶予・更新

時効の中断事由とされていた裁判上の請求（改正前 149 条）などは，時効の

完成猶予事由に改められ，（α）これらの手続が進行して所期の目的を達した場

合（認容判決が確定した場合など）には，更新事由に該当し，（β）その手続が

所期の目的を達することなく終了した場合には完成猶予の効果のみを有するこ

ととした 27。

（１）完成猶予への変更

部会資料 31 は，請求や差押え等による時効中断につき，訴えの提起その他

の手続の申立てによって時効が中断した後，その手続が途中で終了すると中断

の効力が生じないとされるなど，複雑で分かりにくいという問題があると指摘

する。それゆえ，訴えの提起等により時効の中断が不確定的に生ずるという現

行制度を改め，従前の時効期間の進行が確定的に解消され，新たな時効期間が

進行することとなる事由を意味するものとして中断事由を再構成することを提

案する 28。

そこで，部会資料 31は，時効の中断事由（改正前 147条）とされている訴え

の提起や，差押え，仮差押え等の手続の申立てなどの事由が生じた場合の取扱

いにつき，甲案と乙案を提出した。甲案は，「時効期間の進行が停止し，時効の

更新事由が生ずることなくその手続が終了した時から残りの時効期間が再び進

行するという新たな障害事由として取り扱うものとする。また，請求（改正前

147条 1号）に該当する事由については，その手続が終了した時から一定の期間（6

か月／ 1年）は，時効が完成しないものとする。」，乙案は，「時効の停止事由（改

正前158条以下）と同様に取り扱うものとする。」というものであった。

このうち，甲案は，訴えの提起等があった場合に，進行停止，すなわち，時

効期間の進行が停止し，その事由が止んだ時から残りの時効期間が再び進行す

494



－281 （     ）－

るという効力を認めることを提案するものであった。もっとも，時効が完成す

る間際に訴え提起等がされた場合には，単に時効期間の進行停止を認めるだけ

では，訴えの取下げなどによって直ちに時効が完成する事態を生ずるおそれが

あるため，裁判上の催告と同様に，手続の終了後，一定期間（6か月／ 1年）

が経過するまで時効の完成が延期されることを併せて提案したものであった。

これに対して，乙案は，訴えの提起等があった場合に完成停止を認めるもので

あった 29。

中間試案は，①裁判上の請求，②支払督促の申立て，③和解の申立て又は民

事調停法・家事事件手続法による調停の申立て，④破産手続参加，再生手続参

加又は更生手続参加，⑤強制執行，担保権の実行としての競売その他の民事執

行の申立て，⑥仮差押命令その他の保全命令の申立てを停止事由とし，その停

止の効力が更新事由を生ずることなくこれらの手続が終了したときは，その終

了の時から 6か月を経過するまでの間は，時効は，完成しないとしていた。そ

して，これは，裁判上の催告に関する判例法理を反映したものと説明されてい

る 30。

第 79 会議の部会資料 69Aは，権利行使による完成猶予について詳述する。

部会資料 69Aは，裁判上の催告に関する判例法理を明文化する必要があると

いう。そして，差押え等についても裁判上の催告としての効力を認め，従来

不明確であった裁判上の催告の効力に関する規律を明確にする必要があると

いう。部会資料 69Aは，後者の根拠として，訴訟行為以外の手続においても，

権利者としては，手続の継続中はその成り行きを見守るのが当然であるとして，

改正前 147 条 1 項の裁判上の請求と強制執行等の類似性を指摘する。そして，

これらの手続期間に時効中断の措置を別途とることを要求するのは酷であるこ

とからすれば，手続の帰趨が明らかになるまでの時間の経過を権利者の不利に

考慮すべきではなく，その手続の継続中は権利行使の意思も継続していると考

えるべきであるという 31。

部会資料 69Aは，パブリックコメントにおいて，「停止」という用語の選択
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については慎重な検討を求める意見が寄せられていたことから，これらの用語

については，改正の内容についての議論が固まった段階で，どのような表現が

適切かについて改めて議論する必要があるとした 32。

その後，部会資料 80-2 において，時効の「停止」は「完成猶予」に改めら

れた 33。

（２）更新への変更

部会資料 31 は，時効の中断事由については，従前の時効期間の進行が確定

的に解消され，新たな時効期間が進行することとなる事由を意味するものとし

て再構成することと，その事由の呼称を「時効の更新事由」と改めることを提

案した。そして，具体的な時効の更新事由としては，①権利を認める判決の確

定，②確定判決と同一の効力が認められる事由（裁判上の和解等）が生ずるこ

と，③相手方の承認，④債権者が強制執行又は担保権の実行としての競売の申

立てをした場合（他の債権者の申立てによるこれらの手続において債権者が配

当要求をした場合を含む）において，その手続が，債権者の請求により又は法

律の規定に従わないことにより取り消されることなく，終了したことが提案さ

れた 34。

法制審第二分科会において，筒井健夫は，強制執行による時効更新につき，「基

本的には権利行使の意思がはっきりしている場合，そのことを捉えて，その事

由が覆らなくなる時点をもって更新事由とするという考え方」があるという。

この説明は，権利の確定という観点から差押えによる更新を説明するのは容易

ではないことに基づくものである 35。もっとも，これは，④の執行手続の終了

を更新事由とすること，あるいは現行法の中断事由における差押えについて，

そのような説明もありうるのではないかという限度での説明であるという 36。

高須順一は，強制執行がそれなりの債権者の覚悟と費用をかけて実行される

ものであることから，強制執行が中断なり更新という扱いを受けないというの

では余り据わりがよくないという。そして，強制執行したという事実に対して

の一定の評価を与えるべきであると述べた 37。
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これに対して，潮見佳男は，①と②の中断については，①②所掲の事実によっ

て権利が確定するという趣旨と理解できるという 38。また，山野目章夫は，①

と②は権利確定説を背景とする時効更新事由であって，判決確定などの時から

再進行を開始するけれども，④は権利行使説に立脚した時効更新事由であって，

更新に着手した時点で時効障害事由が生じ，そこから直ちに再進行が開始する

という組合せもあり得ると指摘する 39。

山本和彦は，配当で終局する場合，債務者がその配当表を争わなければ，そ

れをもって債務者の承認があると見られるとし，債務者がこれを争った場合

は，配当異議訴訟なり請求異議訴訟で最終的に裁判上の請求によって確定判決

に至った場合と同じになるという 40。結局，第二分科会では更新の基礎につい

ての統一的な見解に至らなかった。

中間試案は，時効の中断事由の規律を改め，①確定判決によって権利が確定

したこと，②裁判上の和解，調停その他確定判決と同一の効力を有するものに

よって権利が確定したこと，③強制執行又は担保権の実行としての競売の手続

が終了したこと（権利の満足に至らない場合に限る。ただし，当該手続が権利

者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときを除く

ものとする），④相手方の権利を承認したことによって更新されるものとする。

この提案は，改正前 147 条以下に規定されている時効の中断事由について

は，ある手続の申立て等によって時効が中断された後，その手続が途中で終了

すると中断の効力が生じないとされるなど，制度として複雑で不安定であるこ

とを踏まえて，その効果が確定的に覆らなくなり，新たな時効期間が進行を始

める時点（改正前 157 条）を捉えて，時効の中断事由を再構成するものであっ

た 41。

なお，仮差押えと仮処分については，その暫定性から，時効期間の更新事由

からは除外されることとなった 42。
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四　改正法に関する解釈論

次に，時効の完成猶予・更新に関する現在の学説状況について見ることと

する。

１　完成猶予

（一）完成猶予の基礎

新 147 条乃至 149 条による完成猶予については，これらの条文によって，裁

判上の催告に関する判例法理が明文化，制度化されたとする説がある 43。これ

は，法制審の部会資料 69Aの説明に忠実な解釈といえよう。

他方，新 147 条乃至 149 条による完成猶予は，あくまで裁判上の催告を踏ま

えたものに過ぎず，裁判上の請求等の固有の効果として新たに立法化されたも

のと捉える説もある 44。

（二）裁判上の請求による完成猶予の効力の範囲

既に述べたように，改正前の判例は，ある権利につき裁判上の請求があった

というためには，その権利が訴訟物となることを要するとしていた。改正後に

おいても，裁判上の請求による完成猶予の効力の範囲が訴訟物に限られるのか

が問題となる。

この点につき，山野目章夫は，訴訟の訴訟物となっている法律関係でなくて

も，その訴訟の帰趨に本質的な影響を及ぼす論点について，権利根拠事実を裁

判所が認定する権利については，完成猶予や更新を認めてよいとする 45。これ

に対して，裁判上の請求による完成猶予の効力の範囲が訴訟物に限られるとい

う解釈もありうることが指摘されている 46。

２　更新

潮見佳男は，更新を，権利の存在について確証が得られたと評価できる事実

と定義する。これは，権利確定説的な見方に立つものといえよう 47。これに対

して，松久三四彦は，権利の満足に向けた権利行使が，さらに権利の満足に近

づいたこと，すなわち，債務名義を取得したことを更新の根拠とする 48。これ

は，権利者の権利行使に着目するものであり権利行使説的な見方に立つものと
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いえよう。

五　ヨーロッパにおける議論状況

１　フランス法

フランス民法では，わが国の旧法と類似の時効中断制度が定められており，

2008 年の時効法改正においても，時効中断制度が維持されている。フランス

における時効の存在理由や時効中断制度については既に別稿にて詳述してい

る 49。そこで，本稿では，必要な限りでこれを引用することとする。

（一）時効の存在理由と時効の中断

（１）プラニオル＝リペール

多くの学説は，時効の主な存在理由を公益説に求めている 50。その中でも，

プラニオル＝リペールは，消滅時効の存在理由が公序であり，これは，判断の

難しい訴訟を避けることを要請しているという。すなわち，秩序や社会平和に

関する利益からすれば，弁済されていない債務に決着を付けること，そして，

証書の失われた契約や事実についての争いを避けることが重要である。そして，

既に弁済をしたものの，証拠を失った債務者も時効によって救済されるという

ことは，時効の副次的効果と位置づけられる。

しかし，この説によれば，債権者が債務の履行を受けていない場合にも時効

が完成することを認めることになる。この点について，プラニオル＝リペール

は，時効が債権者から債権を剥奪するものであることを認めつつ，この剥奪を

債権者の懈怠によって正当化しようとする 51。

（２）ストフェル・マンク

ストフェル・マンクは，本稿にとって，最も重要な分析枠組みを示す。

ストフェル・マンクは，時効制度は，公益的な考慮と倫理的考慮の混交から

導き出されたものであるという。すなわち，取得時効においては，市民的平和

（paix civile）と占有者の長期に亘る行為に対する恩恵を基礎とし，消滅時効

においては，市民的平和と債権者の長期に亘る懈怠に対する制裁を基礎として

499



－286 （     ）－

いる。

しかし，時効に倫理的正当性を与えようとする限り，公正の理想 (idéal)が，

時間の浸食作用から債務を免れさせるように導くことを認める必要がある。そ

れゆえ，紛争を消滅させることを命ずる「市民的平和の維持」と権利を維持す

ることを命ずる「衡平（équité）」の間の緊張関係として，時効の倫理的問題

を説明しなければならない。そして，時効に関する法制度は，これら二つの極

の間で変動するという 52。

（二）2008 年改正までの時効の中断制度

1804 年に制定されたフランス民法典は，権利者による裁判上の呼出し

（citation en justice），差押え，支払命令（commandement），義務者による

承認を時効中断事由とし，わが国の時効中断制度と類似の規定を有していた（フ

ランス民法典 2244 条乃至 2248 条（これらは時効法改正前の規定である。以下

では，改正前の旧法は条数の前に旧と表記し，新法は条数のみにて引用する））。

わが国の仮処分に相当する制度であるレフェレ（référé）には中断の効力が

なかった。それは，当該手続が判決に至らないからである。しかし，1985 年

になって，レフェレは中断事由として追加された。また，1991 年には仮差押

も中断事由に追加された。

（三）マロリー草案

2005 年 9 月に司法大臣に提出された『債権法改正準備草案』において，マ

ロリーは新たな時効法を提案した（以下では，この草案中の時効法部分のこと

を「マロリー草案」と呼ぶ）。マロリーは，『債権法改正準備草案』において，

普通時効期間を 3年に短縮する（マロリー草案 2274 条）。そして，「時効は，

訴訟中，その終了まで停止する。」（同 2267 条）として，裁判上の呼出しとレ

フェレの訴え提起を停止事由に変更することを提案した。マロリーによれば，

19 世紀以来，破毀院は旧 2244 条の裁判上の呼出し概念を拡大解釈していた。

この時効中断事由の法務官的な拡大解釈は，紛争の増大の結果であると同時に，

その原因でもあった。本法案の目的は，時効期間を短縮し，時効の枠組みを単
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純化して，できる限り権利の不確実性を消滅させるというものである。時効の

中断事由の多様化と拡大は，この本法案の目的に反している。そこで，ドイツ

民法のように，債務者による承認と債権者による強制執行の二つだけを時効中

断事由とすることが望ましいとする 53。

（四）2008 年新時効法

もっとも，2008 年の新法は，従来の時効中断構成を維持した。すなわち，「裁

判上の請求は，レフェレに関する場合も含めて，時効のみならず除斥期間をも

中断する。」とし（2241 条 1 項），裁判上の請求による時効中断の効力が訴訟

終結まで継続するとした（2242 条）。また，承認（2240 条）と強制執行（acte 

d’exécution forcée）（2244 条）も中断事由とされている。

２　ヨーロッパ契約法原則における時効制度の枠組み

ヨーロッパ契約法原則（以下，PECLという）を見る前に，ツィンマーマン

の学説を検討する。PECLの時効規定は，その第三部において定められている。

ツィンマーマンは PECL第三部の委員会の構成員であり 54，その規定に強い

影響を与えていると推認されるからである

（一）ツィンマーマンの学説

（１）時効の存在理由

ツィンマーマンは，①時の経過により，債権者からの請求に対して防御する

ことが債務者にとって困難になる，②時の経過により，債務者において，もは

や請求を受けることがないだろうという合理的な信頼を生ぜしめる，③法的紛

争を迅速に解決し，不確実や不公平，紛争費用の増大を生み出さないことこそ

が公益になるという 55。

もっとも，ツィンマーマンは，公益の内実を明らかにすることなく，イギリ

スの法律委員会の答申書を引用する。その答申書によれば，裁判上の請求は，

証書がまだ入手可能で，証人の記憶が鮮明である時期に提起されることが望ま

しい。そうすることで，適正に扱うことのできない裁判上の請求を裁判所が審

理することがなくなり，公的財産が無駄にならないという 56。
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（２）裁判上の請求と確定判決の効力

（ア）裁判上の請求による時効の停止

ツィンマーマンは，従来の中断制度が不十分であるという。請求に関する本

案判決なしに訴訟が終結した場合，中断制度は，望ましからざる実際上の結果

だけでなく，無用で複雑な結果を導く。本案についての判断なしに訴訟が終結

した場合（例えば，管轄のない裁判所に訴えを提起した場合）でも時効の期間

の進行に何らかの効果を与えるべきである。それは，①債権者は常に瑕疵を避

けることができるわけではない，②事案毎に，債権者がしたことに責めに帰す

べき事由があるかどうかを調査することは実際的ではない，③債権者は，債権

を行使するという決定を示しているからである。

そこで，ツィンマーマンは，訴訟が継続している限り，時効は停止するもの

と考える。そして，原告の請求を認容する判決が確定した場合は，新たな消滅

時効が進行を開始する。また，原告の請求を認める本案判決なしに訴訟が終結

した場合，ここでの停止は進行停止であるから，訴え提起までに残された時効

期間が進行を再開することになる。もっとも，再開後において，極めて短期の

期間しか残されていない場合があり得ることから，停止の終期の後に最低限の

権利行使期間を設けるべきであるとする 57。

（イ）確定判決によって確定された債権の消滅時効

確定判決によって確定された債権に対しては，確定判決前に進行していたも

のと別種で，長い時効期間を備えた消滅時効が適用される。それは，①確定判

決によって確定された債権は「時の曖昧化作用」の影響が小さい，②債権者は，

債権を追及する意思を明確にしており，債務者も弁済をしなくて良いと考える

ことはできない，③当事者間の法的紛争は解決済みとなり，不確実性の原因又

は公益に対する危険を生み出さない，④短期の時効期間内に強制執行をすべき

とすると，債務者が無資力でも強制執行をせざるを得なくなり，不必要な費用

を生み出し，それにより，公益を害するからである 58。
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（３）時効の更新（Renewal）

ツィンマーマンは，強制執行の申立てを更新事由とする。それは，強制執行

の申立てにおいて，債権者が債権の主張を明確に示しているからである。なお，

申立てが無効であった場合，又は執行に着手される前に取下げられた場合には，

更新の効力が失われるとする。

また，承認も更新事由とされる。それは，①承認した債務者は時効による保

護を欲していない，②債務者の表示を信頼した債権者の保護，③債務者による

債務承認は，債権を取り巻く不確実性を減少させるからである 59。

（二）PECL における時効障害

PECLは，一般の時効期間を 3年とする（第 14：201 条）。そして，訴え提

起を停止事由（第 14：302 条）とし，確定判決によって確定された債権につい

ては 10 年の時効が適用されるとする（第 14：202 条）。

また，強制執行の申立て（第 14：402 条）と承認（第 14：401 条）は更新事

由とされる。強制執行の申立ては，申立てが無効であった場合，又は執行行為

に入る前に取下げられたのでない限り，申立てによって時効の更新が生じると

される 60。

六　時効の完成猶予・更新の基礎

１　わが国の完成猶予・更新の特徴

部会資料 31 が指摘するとおり，請求や差押え等による時効中断は，訴えの

提起その他の手続の申立てによって時効が中断した後，その手続が途中で終了

すると中断の効力が生じないことになるという点で，複雑で分かりにくいとい

う問題を孕んでいた。フランスのマロリー草案は，時効の枠組みの単純化とい

う観点から，中断事由を削減することを提案していた。また，ツィンマーマ

ンや PECLも裁判上の請求を停止事由に改めることを提案していた。新 147

条乃至 149 条は，従前，時効中断事由とされていたものを完成猶予事由へと

改めるものであった。これは，時効の枠組みの単純化するものであり，かつ，
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PECLの影響を受けたものといえよう。もっとも，PECLは訴え提起等を進

行停止事由とするのに対して，新 147 条乃至 149 条は，裁判上の請求等の効力

を完成猶予（完成停止）としている。

PECLでは，確定判決による権利確定は更新事由ではなく，特別な消滅時効

が適用されることとなっていた。これに対して，新 169 条は，確定判決又は確

定判決と同一の効力を有するものによって確定された債権は 10 年の時効にか

かるとしつつも，新 147 条 2 項は，確定判決又は確定判決と同一の効力を有す

るものによる権利確定を時効の更新事由としている。

また，強制執行についても独自の規定を定める。PECLは，強制執行の申

立てを時効の更新事由としていたが，新 148 条 1 項は強制執行等の申立てを完

成猶予事由とし，強制執行の終了を更新事由としている。ツィンマーマンや

PECLは，強制執行の申立てが無効であった場合や強制執行に着手される前に

取下げられた場合には，その更新の効力が失われるものとする。もっとも，そ

のような時効の更新の遡及的消滅を認めることは，裁判上の請求に関する改正

前 149 条と同じ帰結となる。先に述べたように，今回の改正は，裁判上の請求

に関する改正前 149 条の規律を改め，裁判上の請求による完成猶予（新 147 条

1 項）と確定判決等による更新（同条 2項）へと改めている。これと平仄を合

わせるため，強制執行に関する中断の規律も，強制執行の申立てによる完成猶

予（新 148 条 1 項 1 号）と強制執行の終了による更新（同条 2項）と定められ

たものと推測される。

２　時効の存在理由と完成猶予・更新の関係

内池は，時効制度は，明確な法律状態を要求する一般社会の要請から発する

極めて法政策的な制度であると看破した。すなわち，消滅時効の存在理由は，

一定の期間経過後の権利の強制的な行使を許さないものとすることによって，

一定期間内に権利関係を確定させ社会を安定させることに関する社会一般の利

益，すなわち，公益であるといえよう 61。

時効の存在理由としての公益の意味については，イギリスの法律委員会の答
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申書が参考になる。すなわち，時効の存在理由たる公益とは，裁判所運営にか

かる費用の軽減を意味する。古く，かつ明確でない証拠に基づく裁判が多発し，

そのような証拠に基づく審理が長期化することは，裁判所の運営に関する費用

を増大させることになる。権利行使に一定の限界を定めて，一定期間内に権利

関係を確定させて社会を安定させることは，裁判所運営にかかる費用を軽減さ

せることになる。裁判所が国家によって運営されていることからすると，その

運営費用の軽減は国民全体，すなわち社会一般の利益になる。その意味で，時

効は公益のための制度であると位置づけられる。

内池やストフェル・マンクが指摘するとおり，公益達成の裏には常に具体的

妥当性に即した何らかの調整手段が予定されており，その調整原理は衡平，す

なわち信義則である。時効の完成猶予・更新は，権利を存続させる制度である

から，基本的には，信義則に基づく制度といえよう。

３　時効の完成猶予・更新の基礎

（一）新 147 条及至 149 条による時効の完成猶予

裁判上の催告とは，裁判上の請求としての要件が満たされない場合でも，権

利主張が継続的になされているとして，催告としての効力を認めるものであっ

た。そして，その理論的根拠は，裁判外の催告よりも遥かに明確な権利主張が

あることに加えて，訴訟係属中はその効力を失うことのない訴訟行為に包含さ

れていることにあるとされていた。この根拠からすると，訴訟係属しない手続

（調停等）における請求は裁判上の催告に含まれないことになる 62。

部会資料 69Aは，差押え等についても裁判上の催告としての効力を認める

根拠として，訴訟行為以外の手続においても，権利者としては，手続の継続中

はその成り行きを見守るのが当然であり，これらの手続期間に時効中断の措置

を別途とることを要求するのは酷であることから，その手続の継続中は権利行

使の意思も継続していると考えるべきであるという。

部会資料 69Aによる説明を分析すれば以下のようになろう。差押え等の申

立てにおいても，権利者の権利行使の意思が表明されているが，一般的に，当
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該手続中もその意思が継続しているとは解されていない。もっとも，訴訟手続

と差押え等の手続は，いずれも裁判所が主宰する手続であり，その進行につい

ての主導権は裁判所にある。そして，当事者は裁判所に対して一定の判断を委

ねている。それにかかわらず，当該手続中に時効完成を認めるならば，当事者

は，当該手続中における時効完成可能性に注意を払い，時効完成の蓋然性が大

きくなった場合には，当該手続を打ち切って，更新のための措置を別途講ずる

よう求められる。これは，権利を維持するためとはいえ，権利者に過大な負担

を課すものといえる。信義則の観点からすれば，この負担を軽減することが求

められる。そこで，第 147 条乃至 149 条は，訴訟手続と差押え等の手続が，裁

判所が主宰する手続でその進行の主導権が裁判所にあること，当事者が裁判所

に判断を委ねていることに着目して，信義則を根拠に，権利行使の意思の継続

を擬制するものである。換言すれば，新 147 条乃至 149 条は，各条所掲の手続

の申立てにおいて示された権利行使の意思が当該手続中継続すると擬制すると

いう形で，裁判上の催告に関する判例法理を明文化したものといえよう 63。

（３）裁判上の請求による完成猶予の客観的範囲と裁判上の催告法理

新 147 条乃至 149 条による権利行使の意思の継続擬制は，当事者が裁判所に

判断を委ねていることを前提としていた。このことからすれば，裁判上の請求

（147 条 1 項 1 号）による完成猶予が認められるのは，権利者が当該手続での

判断を裁判所に委ねた範囲に限られることとなろう。すなわち，裁判上の請求

によって完成猶予が認められるのは，原則として，訴訟物の範囲に限られるこ

とになる。

もっとも，従来の判例において，①裁判上の請求が却下または取下げられた

場合だけでなく，②権利 Aと権利 Bが基本的な請求原因事実を同じくしてお

り，一定金額の返還を請求する点において経済的に同一の給付を目的とする関

係にある場合においても，裁判上の催告が認められた。①は，訴訟物とされた

権利に関するものであるが，②は，訴訟物とされていない権利に関するもので

あった。そうすると，新 147 条乃至 149 条によって明文化された裁判上の催告
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は，従来の判例のうち①類型に留まるものと解せられる。それゆえ，②類型に

関する裁判上の催告法理は，効力を中断から完成猶予に改めることになるもの

の（新 150 条 1 項），実質的に維持されることとなろう 64。

（３）再度の裁判上の請求の効力

最判平成 25 年 6 月 6 日民集 67 巻 5 号 1208 頁は，裁判外の催告をした後に，

明示的一部請求をした事案で，再度の催告（明示的一部請求における残部の裁

判上の催告）による時効中断を認めなかった。本判決の射程はあくまで「第 2

の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告」である場合に限ら

れており，訴え提起後の取下げや訴え却下の場合は，今後の解釈に委ねられて

いた。

中間試案は再度の裁判上の請求等が時効の停止の効力を有しないという案を

提示した。しかし，部会資料 69Aは，次の理由から，この案を取り上げなかっ

た。明示的一部請求に関する前掲・最判平成 25 年 6 月 6 日は，第 2の催告が

明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告である場合について判示した

ものであり，例えば，時効期間満了前に裁判外の催告を行い，時効期間満了後，

前の催告から 6か月以内に破産手続参加の申立てをしたが，権利の確定に至ら

ずに手続が異時廃止となった場合など，訴え提起以外の方法により債権者とし

てすべきことをしたと評価できる事案については，なお結論を異にする余地が

あるとする 65。

新 150 条 2 項は，催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度

の催告は，前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しないとする。これ

は，時効期間満了前に裁判外の催告をした後，時効期間満了後に催告を繰り返

しても，後の催告に時効中断の効力は認められないとしていた判例法理（大判

大8･6･30民録 25輯 1200頁）を明文化したものであると説明される 66。つまり，

新 150 条 2 項の趣旨は，権利者主導による永続的な時効の完成妨害の抑止であ

ると考えられる。

新 147 条乃至 149 条の手続を終了させる事由のうち，訴えや申立ての取下げ
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は権利者の判断に委ねられている。権利者は，これらを繰り返すことで容易に

時効の完成を妨害することが可能であり，権利者主導による永続的な時効の完

成妨害の抑止という新 150 条 2 項の趣旨が妥当する。それゆえ，新 147 条乃至

149 条による 6か月の完成猶予期間内において，再度，新 147 条乃至 149 条各

号所掲の事由がなされたものの，それが取下げによって終了した場合には，再

度の請求に対して新 147 条乃至 149 条が適用されないこととなる。

他方，請求の却下や棄却は権利者の判断に委ねられていない。それゆえ，新

147 条乃至 149 条による 6か月の完成猶予期間内において，再度，新 147 条乃

至 149 条各号所掲の事由がなされたものの，再度の請求が却下又は棄却された

場合には，再度の請求に対して新 147 条乃至 149 条が適用されることとなろ

う 67。

４　新 147 条，148 条，152 条による時効の更新

法制審の議論で見たように，更新の基礎，とりわけ，新 148 条 2 項の基礎に

ついては，権利確定説の観点から捉えるのか，権利行使説の観点から捉えるの

か分かれうる。新 148 条 2 項による更新の基礎の検討には，民事執行法の詳細

な検討を要するため，本稿では，あり得べき解釈についての展望を述べるのみ

とする。

（一）権利確定説的な解釈

法制審において，山本和彦は，強制執行手続が進んでいるにもかかわらず，

債務者が請求異議とか配当異議とかをおよそ出さず，手続を最後まで進めてし

まったというところに，一種の黙示的承認が見いだされるという 68。また，山

本は，新 148 条 1 項 4 号の財産開示手続が債務名義をもって相手を呼び出す手

続であることから更新事由に該当するという69。そうすると，新148条1項1号，

4号における更新の基礎とは，（α）権利の存在を高度の蓋然性で証しうる形式

的資料である債務名義と（β）債務名義を前提にした手続が進んでいるにもか

かわらず，債務者が異議を出さないまま，執行手続を最後まで進めてしまった

ことから推認される黙示的承認にあるといえよう。
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また，民事執行法は，担保権の実行につき債務名義を必要とせず，民事執行

法 181 条 1 項 1 号乃至 3号，同法同条 2項及び同法同条 3項に規定された法定

文書（以下，法定文書という）で足りるとしている。もっとも，民事執行法は，

「担保権を証する文書プラス実体異議・実体抗告の許容プラス公信的効果（民

事執行法 184 条・193 条 2 項）」をもって債務名義の機能に代替させている 70。

それゆえ，新 148 条 1 項 2 号，3号における更新の基礎とは，（α）民事執行法

181 条 1 項 1 号乃至 3号，同法同条 2項及び同法同条 3項に規定された法定文

書と（β）法定文書を前提とした手続が進行しているにもかかわらず，被担保

債権の債務者が異議を出さないまま，執行手続を最後まで進めてしまったこと

から推認される黙示的承認にあるといえよう。

（二）権利行使説的な解釈

権利行使説的に新 148 条 2 項の更新を捉えるとするならば，新 148 条 1 項各

号所掲の手続が，新 147 条および新 149 条所掲の手続とは異なる重要な手続で

あることを論証する必要があろう。

そもそも，時効は，権利に基づいてあるべき状態と現実の事実状態が食い違

うことを前提としている。強制執行（新 148 条 1 項 1 号）は，現実の事実状態

をあるべき状態へと是正するために，最も重要な手続と位置づけられよう。ツィ

ンマーマンが，裁判上の請求を時効停止事由としながらも，強制執行の申立て

を更新事由とした理由はこの点にあるものと解せられる。

手続の重要性からいえば，ツィンマーマンの提案や PECLのように，新 148

条 1 項各号所掲の手続の申立てこそが更新事由となるべきである。しかし，今

回の改正では，新 148 条 1 項各号所掲の手続が終了した時に，更新の効力が生

じるとしている。権利行使説からすれば，これは，裁判上の請求等に関する新

147 条と平仄を合わせたもの，すなわち，時効制度を簡略化するという政策的

観点から更新の効力発生時期を遅らせたものと解することとなろう。
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七　おわりに

本稿では，新時効法における更新の解釈に対する展望を示すに留まった。ま

た，新 147 条乃至 149 条による完成猶予に関しても，今回検討できなかった細

かな論点は多数存在している。今後は，新時効法における更新の理論的基礎を

明らかにした上で，個別具体的な解釈を示すこととしたい。

（本研究は，公益財団法人全国銀行学術研究振興財団研究助成及び JSPS科研

費 JP19K01393 の助成を受けたものである）

提出年月日：2019 年 12 月 18 日
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